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公園における公民連携に関する基本方針（素案） 抜粋 

 

 

Ⅱ 今後の公園における公民連携の基本方針 

 

１. これからの公園行政 

 

公園は、都市における基本的なインフラであり、環境保全、災害抑制等の機能を有するほ

か、市民生活に安らぎや活力をもたらす貴重なオープンスペースです。横浜市においては、

江戸時代末期の開港（1859 年）による都市形成から間もない明治時代初期に、初の西洋式庭

園である山手公園（1870 年）や彼我公園（1876 年）が開園し、以降 150 年の公園史を刻んで

きました。この間、震災や戦災からの復興、接収解除を機とする都市づくりの一環で計画的

な公園整備を進めてきました。また、高度経済成長期における市内全域の都市化の中で、開

発提供による児童公園の設置が急速に進みました。 

その後、都市の成熟期を迎え、横浜の公園を取り巻く社会情勢は大きく移り変わってきま

したが、市民（公園利用者）の満足度が向上するよう公園の魅力アップを図ることは公園設

置者である市役所「公」の責務です。これまで、整備、維持・管理において様々な工夫を行

い、公園管理者としての役割を果たし、山下公園やアメリカ山公園などの事例に見られるよ

うな先進的な取組も進めてきました。また、全国都市緑化よこはまフェアを契機に始まった

花と緑による魅力創出は、公園から街へと広がりを見せています。 

しかし、少子高齢化が進展し利用者ニーズが多様化している今日、更なる満足度の向上を

目指していくためには、維持・管理水準や施設整備を含め、計画から管理・運営までを一体

的に考えていく「公園経営＝パークマネジメント」の視点を持つことが必要です。その中で、

利用者満足度を高められる適切な手法を検討し、選択し、実行していくことが重要であると

考えています。この視点は、既存の公園の利活用のみならず、新たな公園の整備においても

適用できるものであると考えます。 

 更に今後は、横浜市においても郊外部から進みつつある人口減少が全市的なトレンドにな

ることが確実視され、これに伴い市税収入の中心を占める個人市民税が減少していく見通し

です。そうした財政状況が到来しても、公園を市民生活に欠くことのできないインフラとし

て持続させていくためには、維持・管理の効率性の向上が重要な要素となります。 

そこで、これからの公園行政においては、公園経営の視点を持ち、「利用者の満足度向上」

と「維持・管理の効率性向上」に取り組むことが求められているといえます。 

一方で、公園がもたらす効用は、公園の中だけにとどまるものではありません。公園は存

在そのものだけでも、潤いのある市民生活、そして環境の保全や防災等に貢献していますが、

その空間を利活用することにより賑わいが生まれ、都市全体を活性化していく可能性を秘め

ています。 

いま、公園の存在意義を改めて問い直せば、公園は、市民生活そして都市の質を高めてい

く大切な資源といえます。これから公園経営の視点を持ち、満足度向上と効率性向上に同時

にチャレンジしていくことで、市民生活の質的向上と都市の持続的な成長につなげ、国内外

で存在感を発揮する都市としての横浜のブランド力向上を目指していく、これを公園経営の

目的として掲げます。 

 

   
公園経営の目的：「公園から」市民のクオリティ・オブ・ライフの向上と都市の持続的な 

成長につなげ、横浜のブランド力向上を目指す 

資料１ 
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   ：委員会意見の反映箇所 

   ：事務局の修正箇所 
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２. 公園経営と公民連携 

 

横浜市内には 2,675 公園が存在し、その立地は、都心臨海部の観光地から郊外部の住宅地

まで様々です。そうした中、公園利用者の満足度向上を実現していくためには、それぞれの

公園の立地特性を踏まえた魅力アップを図っていく必要があります。しかし、「公」の取組と

しては、限られた財源の中では公園の安全に関わる維持・管理が優先であり、様々なニーズ

に対応していく「運営」には限界があると言わざるを得ません。 

  そこで、地域の方々をはじめ、様々な企業や NPO 法人といった民間事業者等に担い手とし

て参画いただく「公民連携」の取組を更に拡充し、多様な主体が公園に関わっていく仕組み

づくりが大変重要になります。 

  住宅地の公園は、地域の方々が一番の利用者であり、その公園に一番近い存在です。地域

の方々が積極的に管理や運営にも関わっていただければ、愛着が深まり、より利用される存

在になるものと考えています。 

  他方、都心臨海部の公園などは、景観や花の演出などを楽しむ多くの観光客が訪れ、横浜

の代表的な観光地として賑わい、公園周辺での飲食や買い物などを通じて経済活性化にも貢

献しています。公園内という立地特性を生かした良質な施設整備が進めば、周辺を含め、よ

り魅力と賑わいが創出されるものと考えています。また、郊外部の大規模な公園などでは、

のんびり過ごしたい方、子どもと遊びたい方、イベントを楽しみたい方、健康づくりをした

い方など、様々な目的で利用されています。これらのニーズへの対応としては、公よりもノ

ウハウやアイデアがあり、柔軟性に優れた民間事業者等が質の高いサービスを提供すること

で、より満足度が向上するものも少なくないと思われます。 

  こうした公園の魅力アップを地域や民間事業者等の「民」に委ねるにあたっては、「公」は、

これまでの役割に加え、「民」がその力を十分に発揮していける環境を整えていく役割も担う

ことになります。公園の魅力アップの担い手に「民」が加わることにより、「公」は「民」を

バックアップし目的の実現を共に目指す、新たな役割を担ったことを十分に認識する必要が

あります。一方で、「公」は自らにしかできない役割として、「公園の将来像の明確化」、「公

園利活用の公平性の担保」、「市役所内部を含めた各主体間の調整」などを求められているこ

とを認識し、コーディネート機能を担っていく責務があることも忘れてはなりません。 

このように、公園における公民連携の全体像として、「公」と「民」がそれぞれの強みを発

揮していくことを示しましたが、これは先の「公民連携事例」にあるとおり、すでに実施さ

れている手法で生かされています。例えば、地域主体の市民協働である公園愛護会は、約

2,300 の公園で結成され、日常のきめ細かな維持・管理を担い、公園を「地域の庭」として

育んでいます。また、指定管理者制度等により、民間のノウハウを生かした維持・管理や運

営が数多くの公園で実施されているほか、都心臨海部の公園では、民間の意欲や創意・工夫

により、サービスの質的向上が図られている事例も生まれています。 

そしてこれまでの取組の成果として、公園利用者の満足度向上に貢献していることは明ら

かです。 

そこで、「公園経営」に基づく今後の魅力アップを実現する手法として、公民連携を推進し

てくことを明確に位置づけることとします。 

  

 

 

 

 

公園経営における公民連携の位置付け：公園経営の目的を果たす手法として、公民連携を推進 

～多様な主体が、それぞれの強みを生かし、公園の魅力アップを目指す～ 

４ 

５ 

６ 
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３. 公民連携の基本理念と行動５原則 

 

(1) 基本理念 

 

公民連携により公園の特性や利用者ニーズ等に応じた取組を展開していくにあたっては、

公園の魅力アップという目標を共有できる市民グループや NPO 法人などを含めた多様な主体

と積極的に連携を図り、担い手を継続的に拡大していくことが必要と考えます。特に、横浜

市における公園の公民連携事例として広く定着している公園愛護会については、主たる担い

手のひとつとして、改めて位置付けます。 

公民連携といえば「公」と「民」の連携を連想しますが、公園愛護会と民間事業者等が連

携することで公園の魅力アップを図っていくことも期待できます。あるいは、「民」の主体が

多様化する中で、NPO 法人と企業との連携などにより公園の魅力アップを更に発展させてい

くことも十分期待できます。そしてこのような担い手同士の連携のためには、「公」は、担い

手同士のマッチング、取組の際の公平性担保などのコーディネート機能を担っていくことが

必要です。 

また、これまで「公」が想定していなかったような民間事業者等の柔軟な発想により、公

園を新たな価値を生み出す場として一層活用することで、公園のみならず都市の魅力と賑わ

いの創出につなげていくことも、横浜のブランド力向上への取組のひとつと捉えていきます。 

以上の３点をこれからの公民連携の取組に共通する考え方＝「基本理念」として掲げます。 

 

  

 
 

 

 

(2) 公民連携の行動５原則 

 

   基本理念に基づき具体的に取組を進めていくにあたっての「公」と「民」の向き合い方の

原則や公園での取組ならではの配慮事項を「行動原則」として示します。 

 

① 公園の目指す将来像の共有 

公民連携による公園活用にあたっては、公園設置者である「公」が、それぞれの公園の 

課題を踏まえた将来像を明示し、利用者や担い手としっかりと共有することが出発点とな 

ります。 

将来像については、その公園の本来的機能（環境保全、災害抑制等）、歴史的背景、立 

地特性（ポテンシャル）といったアイデンティティを基礎的な情報として整理した上で、 

公園のもつ潜在的な可能性を積極的に引き出していくことが重要です。 

  

② 「公」と「民」の相互理解と適切な役割分担 

「公」と「民」は、公園を魅力アップさせ、公園利用者の満足度向上のために行動する

という目標を共有するとともに、お互いの果たすべき役割や能力、行動規範などを理解し、

役割分担を明確にして、協力しあうことが必要です。 

特に「公」は、公園を魅力アップしていく担い手としての役割を果たしつつ、「民」同士

の連携のマッチングや「民」による取組における公平性の担保などのコーディネート機能

公民連携の基本理念：多様な主体間の連携による公園の魅力アップ 

～ 公園を支える担い手の拡大 ～ 

～ 担い手同士の更なる連携と「公」のコーディネート機能の発揮 ～ 

～ 「民」の柔軟な発想による新たな価値創造～ 

６

７ 



4 
 

を担っていきます。 

「民」には、それぞれの主体の強みを生かした役割を期待しますが、とりわけ、優れた 

ノウハウやアイデアをもつ民間事業者等には、質の高いサービス提供や効率性の向上とと 

もに、収益の還元を通じた公園経営への貢献を求めていきます。 

 

③ 地域に寄り添う利活用 

公園は、市民にとって身近な緑のオープンスペースであり、その空間と機能は地域に多

くの便益をもたらすかけがえのない存在です。また、長年「地域の庭」として育まれてき

た公園も多く、賑わい創出等の利活用にあたっては、地域の方々の意向に十分留意します。 

公園が持つポテンシャルを最大限に活用し、地域が抱える課題（コミュニティ活性化、 

生活利便性など）の解決にも積極的に取り組み、地域全体の魅力向上につなげていきます。 

 
④ それぞれの公園に求められるニーズへの対応 

公園での公民連携の取組を、市民のクオリティ・オブ・ライフの向上と都市の持続的な

成長につなげていくためには、その公園固有の課題に着目した「公園の視点」、公園を取り

巻く地域のマネジメントを意識した「地域の視点」、更には将来にわたる市政運営上のニー

ズに対応していく「全市的な視点」を持つことが重要です。 

公園の機能や空間が持つ優位性を生かすことで、公園の魅力アップと両立しながら対応

が図れるニーズ（少子高齢化対策、健康づくり、防災対策、地域経済の活性化など）も多

く、地域ごとに異なるニーズへの対応を意識して進めることで、相乗効果を生み出してい

きます。 

 

⑤ 適切な取組手法の選択  

    公園の魅力アップを実現する公民連携の取組には様々な選択肢があり、「公」はその中 

からそれぞれの公園の将来像やニーズに合わせて適切に選択することで、「公」と「民」 

が連携する意義や公園のストック効果を最大限に引き出していきます。 

このとき、民間事業者等の事業提案などにより「民」のノウハウやアイデアを生かして 

いく手法を選択する場合は、あらかじめ対話等により「民」の意欲や事業性を確認し、必 

要に応じて参画環境を整えていくことに留意します。 

  

８

９
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都市の持続的な成長 

            

横浜のブランド力向上 

クオリティ・オブ・ライフの向上 

 

                 
            

 

 

基本方針に示す考え方 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

    

                         

 

 

                                   

    

                        効率性の向上 

       

       多様なニーズ               

                         

    参加                             

                                 収益還元 

                                 

                                     

                     

    

           

 

 

  

            

 

 

 

 

 

               将来像の共有、相互理解 

 

 【担い手】  

 

多様な主体間の連携による公園の魅力アップ 

  

公園愛護会等 

企業 

市役所 

市民 

【利用者】 

満足度の向上 

 
市民グループ 

NPO 法人等 
大学等 国等 

学識 

経験者 
各種 

団体 
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４. 公民連携の具体的取組 

 

公園の魅力アップの実現に向け、公民連携の基本理念に従い今後進めていく具体的な取組を 

掲げました。 

 大規模な公園においては、民間事業者等の利活用の意欲が高いことなどを踏まえ、パークマ

ネジメントプラン等に基づいた公募型事業等を実施し、魅力アップに取り組んでいきます。 

 身近な公園については、実績のある公園愛護会活動を基軸とし、活動支援を強化しながら、

地域課題への対応を意識した取組の拡充を中心に進めていきます。 

 なお、上記の公園規模による取組内容は目安として示したものあり、地域の実情に応じ、公

園規模にとらわれない柔軟な取組も想定しています。 

 

 ★＝新規、◎＝拡充、下線＝横浜ならではの取組 

施策 取組 取組内容 

施策１ 

パークマネジメント 

プラン等による公園 

の将来像の共有 

★大規模な公園を中心と

したパークマネジメン

トプランの策定 

・都心臨海部の公園や郊外部の大規模公園

など、各公園の特性を生かしながら策定 

・パークマネジメントプランを活用した評

価の仕組みづくり 

★公園協議会制度の活用 

・パークマネジメントプラン等と連携した

設置・運用 

（協議事項例） 

・公園のマネジメント方針等 

・公園ごとのローカルルール作り 

・イベント実施に向けた情報共有・調整 

施策２ 

公園愛護会の支援 

強化と機能拡充 

★公園愛護会の支援強化 

・地域の民間事業者等による公園愛護会の 

日常的な活動との連携などの支援強化 

・様々な民間事業者等と公園愛護会とのマ

ッチング等、「公」の調整機能の設置 

◎公園活用の取組の拡充 
・公園愛護会による公園の魅力アップにつ

ながるイベント等 

施策３ 

公募型事業の展開 

や制度間の連携等 

の推進 

★公募型事業の展開 

・新設や再整備等を契機とした公募設置管

理制度（Park-PFI）の実施 

・公募型設置管理許可制度の更なる展開 

・公募型行為許可制度の創設 

◎制度間の連携等の推進 

・指定管理者制度における他の取組との 

連携など積極的な運用 

・民間事業者等からの協賛（ネーミングラ 

イツ等）の推進 
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★＝新規、◎＝拡充、下線＝横浜ならではの取組 

施策 取組 取組内容 

施策４ 

公民連携推進の 

仕組みの整備 

★「公」と「民」との 

連携の促進 

・事業化に際しての対話を通じた相互理解 

の促進 

・柔軟な発想を受け止め、実現に向け調整

する窓口の設置 

・共創フロント（公民連携の全庁的窓口） 

との連携 

・大学等教育機関との連携など 

★情報共有や意見交換の

場（プラットフォーム） 

の設置 

・市役所と大学や民間事業者等との共催セ 

ミナーの実施など 

施策５ 

公民連携に関わる 

人材育成等 

★「公」とともに「民」

を含めた担い手のスキ

ルアップ 

・先進事例のデータベース化等、市役所内 

の情報共有の推進 

・取組を円滑に実行するためのガイドライ 

ンの作成 

・「公」とともに、公民連携に関わる民間

事業者等を対象とした研修の実施など 

 

  

14 

11 

12 

13 

14 
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５. 取組の進め方と展開 

 

(1) ＰＤＣＡサイクルを意識した取組 

取組の初期段階では、まず試行的に取り組み、得られた知見をもとに検証の上、必要な変

更や修正を加えながら次の展開につなげていきます。 

その後の取組にあたっても、個々の事例から得られたノウハウをもとに検証に努め、より

効果的な展開につなげていきます。また、時代とともに変化していくニーズへの対応という

視点で取組を評価し、必要な見直しを行っていきます。 

 

 (2) 施策の有機的な連動 

   それぞれの取組は、公園愛護会活動の支援（施策２）をはじめ、個々の公園で可能なもの

から進めていくことで早期の効果発現を図ります。 

一方、公募型事業のように、開始から効果が表れるまでに長期間を要する事業（施策３）

の場合は、公園の将来像（施策１）の中に取組を位置づけることで、継続性・安定性をより

高められると考えます。また、仕組みの整備や担い手の育成（施策４や施策５）は、あらゆ

る取組共通の基盤となるものです。 

そこで、それぞれの取組の効果を高めていくために、俯瞰的な視点を持ちながら包括的に 

展開し、施策を有機的に連動させていきます。 

 

 (3) 公園から緑のオープンスペースへ 

   ここに掲げた取組により、公園利用者の満足度向上と効率性向上が実現することで、「公

園経営の目的」に掲げた市民のクオリティ・オブ・ライフの向上と都市の持続的な成長につ

ながっていくと考えます。 

この流れをより確実なものとするために、「公園」の枠を超え、樹林地などのオープンスペ

ースへと取組を広げていくことができれば、横浜のブランド力向上が大いに期待できると考

えます。 



第４回委員会における意見の反映等について 

 

１ これからの公園行政 （資料１ Ｐ１） 

 
２ 公園経営と公民連携 （資料１ Ｐ２） 

 
３(1) 基本理念 （資料１ Ｐ３） 

委員意見 反映等 本文反映箇所 

・公園経営の考え方の説明で「領域を超えた

横断的な取組」と表現するのは行政的でなじ

みにくい。造る段階から管理のことを考えて

いくことが重要であると示せばよいのでは

ないか。 

・維持・管理水準や施設整備を含め、

計画から運営までを一体的に考えて

いく、という表現に修正 

① 

・公園経営の目的が、「直接的＝利用者の満

足度向上と維持・管理の効率性向上」、と「究

極的＝横浜のブランド力向上」の２つあり、

分かりづらい。 

・公園経営の目的は、「横浜のブラン

ド力向上」に一本化 

・「利用者の満足度向上と維持・管理

の効率性向上」は、これからの公園

行政において取り組みが求められて

いること、と表現を整理 

② 

・公園経営の目的を説明する文章から、維持・

管理の効率性向上の視点が抜けている。効率性

向上によって高められる継続性といった内容

を加えたらどうか。 

・継続性を示す表現として、都市の持

続的な成長につなげることを加筆 

（合わせて前後の表現も修正） 

③ 

委員意見 反映等 本文反映箇所 

・住宅地の公園における地域の方々の関わり

方として、管理を任せるような印象を受け

る。関わっていただくことで、より利用され

るようになる、という表現がよいのではない

か。 

・地域の方々が関わっていくことで、

愛着が深まり、より利用される存在

になることを加筆 

④ 

・比較的大規模な公園の例として「観光公園」

を挙げるのであれば、その特性を踏まえ、市民

利用中心の公園とは分けた説明が必要。 

・都心臨海部の観光地である公園の

特性は、郊外部の大規模な公園とは

異なっていることから、分けて表記 

⑤ 

・「公」は自らにしかできない役割を認識とあ

るが、どのような役割を果たすのか明確にする

ことが必要。 

・「公平性の担保」、「将来像の明確化」、 

「各主体間の調整」の３点を示し、こ

れらを統合して「コーディネート機

能」と表現 

⑥ 

委員意見 反映等 本文反映箇所 

・横浜市として公園愛護会を今後どのように位

置づけていくのか明記したほうがよい。 

・公園愛護会を公園の魅力アップの

主たる担い手のひとつに位置付ける

ことを加筆 

⑦ 

資料２ 



３(2) 公民連携の行動５原則 （資料１ Ｐ４） 

 
４ 公民連携の具体的取組 （資料１ Ｐ６～７） 

 
５ 取組の進め方と展開 （資料１ Ｐ８） 

 

委員意見 反映等 本文反映箇所 

・行動原則⑤にある「適切な主体の選択」と「収

益の還元」が同じ原則の中にあるのは違和感が

ある。 

・行動原則②に、「公」と「民」の役

割分担を記載することとし、その中

で収益の還元について記述 

⑧ 

・行動原則⑤の「適切な主体の選択」という表

現は、主体を選別する印象を受ける。 

・行動原則⑤は、「適切な取組手法の

選択」として、手法の選択について

の記述に修正 

⑨ 

委員意見 反映等 本文反映箇所 

・公園愛護会を手助けする民間事業者が参入す

る仕組みを作ることを伝えたい。 

・公園愛護会からの活用提案より、NPO 法人等

が公園でやりたいことを提案してくると想定

されるので、そのときの調整の枠組みが必要。 

・民間事業者等による公園愛護会の

支援強化について加筆 

・両者のマッチング等、「公」の調整

機能を設置することを加筆 

⑩ 

・公と民の連携として、一つひとつの事業を進

めていくにあたっては、対話が重要。 

・対話による相互理解の促進につい

て加筆 
⑪ 

・担い手づくりの視点で、小学校といった学校

も多様な主体のひとつに含めたらどうか。 

・大学のみならず小学校等も含め、

「大学等教育機関」と表記 
⑫ 

・「公民連携推進のプラットフォーム」という

表現は、一般的に人材育成も含めた環境整備と

いう意味にとらえられるので整理が必要。 

・プラットフォームとは、公と民の

情報共有や意見交換の場を示すこと

を明確化 

⑬ 

・人材育成については、市役所職員だけではな

く、公園愛護会、指定管理者、公園業界の事業

者等も対象としたほうがよい。 

・「公」のみならず、「民」も対象と

した人材育成を実施していくことを

明記 

⑭ 

第４回委員会で提示した冊子イメージの中で「取組実現の手順等を記載」としていた部分を

「取組の進め方と展開」として記載 



 

 

 

 

 

「公園における公民連携に関する基本方針（素案）」 概要版 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

（１）ＰＤＣＡサイクルを意識した取組 （２）施策の有機的な連動 （３）公園から緑のオープンスペースへ 

取組の初期には試行的に取組み、検証・修正を行い

ながら次の展開につなげる。その後の取組でも検証に

努め、より効果的な展開につなげる。 

 取組み可能なものから進め、早期の効果発現を図る。一方、効果が表

れるまで時間を要する事業は、公園の将来像の中に位置付けることで継

続性等が高まる。全ての施策が有機的に連動するよう、俯瞰的な視点を

持ちながら包括的に推進する。 

取組の推進により、市民のクオリティ･オブ･ライフの向上と都市の

持続的な成長につながっていく。この流れを確実にするために「公園」

の枠を超え、樹林地などのオープンスペースへと取組を広げていけれ

ば、横浜のブランド力向上が大いに期待できる。 

 

資料３ 

１ 横浜市を取り巻く現状と課題 

■人口減少社会の到来、超高齢社会の進展 ■都市間競争の加速 ■花と緑にあふれるまちづくり  

■郊外部の活性化 ■厳しい財政状況のなか、整備費や維持管理費の確保が難しい状況、等 

２ 横浜市の公園の現状 
■公園の配置基準を満たした小学校区は約４割であり、現在も整備を推進 

■設置から 30 年以上経過した公園が６割を超え、再整備が順次必要、等 

· 横浜市水と緑の基本計画 

· 横浜市公共施設管理基本方針、等 

４ 国における公園行政の変化 

· 民との連携を加速 

· 公園を一層柔軟に使いこなす、等 

５ 横浜の公園における代表的な公民連携事例 

公園愛護会、指定管理者制度、設置・管理の許

可、等 

６ 公園の利活用に関するニーズ等 

· 利用者：多様な過ごし方と質の向上を期待 

· 民間事業者等：利活用に意欲的 

Ⅱ 今後の公園における公民連携の基本方針 

Ⅰ 横浜市の公園の現状認識 

公民連携の基本理念：多様な主体間の連携による公園の魅力アップ  
～ 公園を支える担い手の拡大 ～  ～ 担い手同士の更なる連携と「公」のコーディネート機能の発揮 ～  ～ 「民」の柔軟な発想による新たな価値創造 ～ 

 

行動５原則 公園の目指す将来像の共有 
「公」と「民」の相互理解と 

適切な役割分担 
地域に寄り添う利活用 

それぞれの公園に求められる 

ニーズへの対応 
適切な取組手法の選択 

 

公民連携の基本理念と 

行動５原則 

 

 

公園経営の目的:「公園から」市民のクオリティ・オブ・ライフの向上と都市の持続的な成長につなげ、横浜のブランド力向上を目指す 
公園経営における公民連携の位置付け：公園経営の目的を果たす手法として、公民連携を推進 

～多様な主体が、それぞれの強みを生かし、公園の魅力アップを目指す～ 

７ まとめ 
・担い手の減少、地域課題解決等に対してこれまで以上に公園を柔軟に使いこなす 

・公園へニーズとして利用者の期待がある一方、民間事業者等も利活用に意欲的 

１ これからの公園行政 

計画、整備、維持管理等トータルにとらえる「公園経営（パークマネジメント）」の視

点を持ち、利用者の満足度向上と効率性向上に同時にチャレンジしていくことで、市民

生活の質的向上と都市の持続的な成長につなげていく。 

２ 公園経営と公民連携 
公園の魅力アップには「公民連携」により、多様な主体が関わっていくことが重

要。「公」は、「民」がその力を十分に発揮していけるよう、バックアップし目的の

実現を共に目指す、新たな役割を担うことを認識する。 

３ 

4 具体的取組  ★＝新規、◎＝拡充、下線＝横浜ならではの取組 

施策１ 

パークマネ

ジメントプ

ラン等によ

る公園の将

来像の共有 

★大規模な公園

を中心としたパ

ークマネジメン

トプランの策定 

·都心臨海部の公園や郊外部の大規模公園など、各公園の

特性を生かしながら策定 

·パークマネジメントプランを活用した評価の仕組みづくり 

★公園協議会制

度の活用 

·パークマネジメントプラン等と連携した設置・運用 

（協議事項例） 

・公園のマネジメント方針等 

・公園ごとのローカルルール作り 

・イベント実施に向けた情報共有・調整 

施策２ 

公園愛護会

の支援強化 

★公園愛護会と

民間事業者等と

の連携の推進 

·地域の民間事業者等による公園愛護会の日常的な活動と

の連携などの支援強化 

·様々な民間事業者等と公園愛護会とのマッチング等、調整

機能の設置 

◎公園活用の取

組の拡充 

·公園愛護会による公園の魅力アップにつながるイベント等 

 

施策３ 

公募型事業

の展開や制

度間の連携

推進 

★公募型事業の展開 ·新設や再整備等を契機

とした公募設置管理制

度（Park-PFI）の実施 

·公募型設置管理許可制

度の更なる展開 

·公募型行為許可制度の

創設 

◎制度間の連携等の

推進 

·指定管理者制度におけ

る他の取組との連携な

ど積極的な運用 

·民間事業者等からの協

賛（ネーミングライツ

等）の推進 

 

施策４ 

公民連携推

進の仕組み

の整備 

★「公」と「民」

との連携の促進 

·事業化に際しての対話を通じた相互理

解の促進 

·柔軟な発想を受け止め、実現に向け調

整する窓口の設置 

·共創フロント（公民連携の全庁的窓

口）との連携 

·大学等教育機関との連携など 

★情報共有や意

見交換の場（ﾌﾟﾗ

ｯﾄﾌｫｰﾑ）の設置 

·市役所と大学や民間事業者等との共催

セミナーなど 

施策５ 

公民連携に

関わる人材

育成等 

★「公」とともに

「民」を含めた

担い手のスキル

アップ 

·先進事例のデータベース化等、市役所

内の情報共有の推進 

·取組を円滑に実行するためのガイドラ

インの作成 

·「公」とともに、公民連携に関わる民

間事業者を対象とした研修の実施等 

 

５ 取組の 

進め方と展開  
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